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(57)【要約】
【課題】本発明の第一の課題は、より高度な視覚効果を
備え、偽造困難な表示体を提供することである。本発明
の第二の課題は、ヒトの視覚によっても、読取機械によ
っても特徴を把握し真贋判定が容易な表示体を提供する
ことである。本発明の第三の課題は、従来の表示体では
表現できなかった新規な視覚効果により、アイキャッチ
効果の高い表示体を提供することである。
【解決手段】本願発明の第１の態様は、微細レリーフ構
造を有する微細レリーフ領域を備えた表示体であって、
微細レリーフ領域は、前記表示体の可視光反射率が低く
、かつ、１次回折光を射出することを特徴とする表示体
とする。
【選択図】図１



(2) JP 2008-275740 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微細レリーフ構造を有する微細レリーフ領域を備えた表示体であって、微細レリーフ領
域は、前記表示体の可視光反射率が低く、かつ、１次回折光を射出することを特徴とする
表示体。
【請求項２】
　前記微細レリーフ構造は反射層を備えていることを特徴とする請求子１記載の表示体。
【請求項３】
　前記反射層は膜厚（ｔ）が下記の式を満たすことを特徴とする請求項２記載の表示体。
ｔ＞　１／α，
α＝４πｋ／λｍｉｎ

ｋ：消光係数、α：吸収係数、λｍｉｎ：可視光域の最短波長
【請求項４】
　前記反射層は金属であることを特徴とする請求項２または３記載の表示体。
【請求項５】
　前記微細レリーフ領域の可視光反射率は１０％以下であることを特徴とする請求項１か
ら４のいずれかに記載の表示体。
【請求項６】
　前記微細レリーフ領域から射出される１次回折光は、可視光波長範囲の一部のみを含む
ことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の表示体。
【請求項７】
　前記微細レリーフ領域から射出される１次回折光は、７００ｎｍより長い波長を含まな
いことを特徴とする請求項６記載の表示体。
【請求項８】
　前記微細レリーフ領域に加え、微細レリーフ構造を有さない微細レリーフ非形成領域を
備え、当該微細レリーフ非形成領域の可視光反射率は６０％以上であることを特徴とする
請求項１から７のいずれかに記載の表示体。
【請求項９】
　前記微細レリーフ領域に加え、回折格子構造を備えた回折格子領域を備え、当該回折格
子領域の可視光反射率は６０％以上、かつ、１次回折光を射出することを特徴とする請求
項１から８のいずれかに記載の表示体。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載の表示体と、当該表示体が配置された基材とを備えた
ことを特徴とする積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示体およびそれを備えた積層体に関し、特にセキュリティ用途に好適な表
示体及び積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、偽造を防止する手段としては、簡単に真似する事のできない微細構造や色調変化
を施したり、または他の光学機能フィルムを判定子として、それとの組み合わせでのみあ
る光学的現象が観察されるような構成としたり、さらには専用の読取装置でのみ一定のパ
ターン等が読み取れるような構成とするなど、様々な態様が技術の進歩とともに実用化さ
れてきた。
【０００３】
　その中でも、実際の運用上の簡便さから、最も利用されているものの一つとして、ホロ
グラムや回折格子像が挙げられる。
　ホログラムは、二光束干渉などの光学的撮影方法により、微細な凹凸パターンや、屈折
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率分布を設けることで作製される。一方、回折格子像は、微小なエリアに回折格子を配置
したものを画素として作製される。
　上記ホログラムや回折格子像は、双方ともに偽造困難で、カラーコピー機等による複写
も困難で、また意匠的にも優れることから、クレジットカードやＩＤカード、各種有価証
券、証明書等に広く用いられている。
　しかしながら、実際の運用上ではホログラムや回折格子像の真偽判定は人の目に委ねら
れるため、微視的には粗悪な偽造品であっても全ての人が肉眼で一様に正確な真偽判定を
行うことは容易でない。
【０００４】
　また、上述のようなホログラムや回折格子像が流通、普及していく中で、偽造技術も進
歩していくため、より偽造困難な表示体が求められているところである。
　例えば、表面レリーフ構造のホログラムや回折格子は密着露光により複製される恐れが
ある。
　偽造を防ぐため、例えば回折効果を持つ細かいパターンの配置に工夫を凝らすことが特
許文献１に記載されている。このセキュリティデバイスでは、ヒトの目視では情報が読み
取れないようにし、セキュリティ情報の有無を分かりにくくしている。したがって、真正
品か否かの判断は目視では困難で、その判定には読み取り機械を使用することになる。
　また、密着露光法で複製されたホログラムや回折格子は、オリジナルと比較すれば精度
の低下を確認できるが、通常複製品は複製品のみで流通するため、専門家ではない一般の
需要家では真正品か否かの判断が困難であるという問題があった。
【０００５】
＜先行技術＞
　微細な凹凸を設けた基材は、入射した光の反射を抑えることが知られている。例えば、
ある種の反射防止フィルムは、フィルム基材表面に細かい凹凸のエンボス加工を施したり
、フィルム形成樹脂そのものにフィラーを混ぜ込むことで、フィルムの屈折率に分布を持
たせるとともに、フィルム表面に凹凸を形成する。近年では、この凹凸をさらに微細に、
凸部の周期を光の波長以下とするとこで、光の反射を防ぎ入射光を制御できることが開示
されている（例えば特許文献２参照）。この技術は、凸部の周期が光の波長以下、特に５
０から２５０ｎｍ程度とすることで、光の反射を抑制し、光制御シートに適用したという
ものである。しかし、本発明のように、微細な凸部を光の波長以下の中心間距離で設け、
これに反射層を備えることで、回折光を制御し、回折光を観察可能な表示体とすることは
まだ知られていない。
【特許文献１】特表２００２－５０５７７４号公報
【特許文献２】特開２００７－４８６８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記問題の解決を目的としている。すなわち、本発明の第一の課題は、より
高度な視覚効果を備え、偽造困難な表示体を提供することである。本発明の第二の課題は
、ヒトの視覚によっても、読取機械によっても特徴を把握し真贋判定が容易な表示体を提
供することである。本発明の第三の課題は、従来の表示体では表現できなかった新規な視
覚効果により、アイキャッチ効果の高い表示体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願発明の第１の態様は、微細レリーフ構造を有する微細レリーフ領域を備えた表示体
であって、微細レリーフ領域は、前記表示体の可視光反射率が低く、かつ、１次回折光を
射出することを特徴とする表示体である。この構成とすることで、正面方向からの視認で
は金属光沢ではなく、光沢のない印刷面のように見え、回折光が確認できる光学素子であ
ることは分からないので、偽造が困難な表示体となる。また、傾けると回折光を観察でき
ることから、ヒトの目でも機械でも、真贋判定が容易である。また、正面方向から観察す
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ると微細レリーフ領域は印刷面であるかのような、光沢がなく明度も彩度も低い黒色又は
灰色を表現できるため、従来のセキュリティパターンとは異なるデザインが可能である。
【０００８】
　本発明の表示体は、上記構造に加えて、微細レリーフ構造は反射層を備えている。
　さらに、前記反射層は膜厚（ｔ）が下記の式を満たしている。
ｔ＞　１／α，
α＝４πｋ／λｍｉｎ

ｋ：消光係数、α：吸収係数、λｍｉｎ：可視光域の最短波長
　さらに、前記反射層は金属であることを特徴とする。このような構成とすることで、光
の透過を防ぎ、法線方向から観察した際により黒色に見えるようになる。また、回折光を
強くすることができる。
　上記構造に加えて、微細レリーフ領域の可視光反射率は１０％以下である。このような
構成とすることで、法線方向からの観察に対し黒色に近く見え、また、従来のセキュリテ
ィパターンとも区別しやすい。
【０００９】
　さらに、本発明の表示体は、上記構成に加えて、前記微細レリーフ領域から射出される
１次回折光は、可視光波長範囲の一部のみを含むことを特徴とする。さらに、前記微細レ
リーフ領域から射出される１次回折光は、７００ｎｍより長い波長を含まないことを特徴
とする。このような構成とすることで、従来のホログラムや回折格子に比べ、観察できる
波長が異なり、従来とは異なる視覚効果を得ることができる。
【００１０】
　さらに本発明の表示体が、上記構成に加えて、微細レリーフ構造を有さない微細レリー
フ非形成領域を備え、当該微細レリーフ非形成領域の可視光反射率は６０％以上とする。
　上記構成に加えて、回折格子構造を備えた回折格子領域を備え、当該回折格子領域の可
視光反射率は６０％以上、かつ、回折光を射出することを特徴とする表示体である。
　可視光反射率の高い領域を同時に備える表示体とすることで、可視光反射率の違いを相
対的に観察できるので、真性品の判断が容易になる。また、デザインの選択肢が多彩にな
るため装飾効果が大きく、人目を引くことができる。
【００１１】
　さらに、本願発明の第２の態様は、このような表示体と、当該表示体を配置した基材と
を備えた積層体である。本願発明の積層体は、例えばＩＤカードや品質保証シールなど、
様々な認証用途に用いることができる。また、カード、シール、書籍、商品包装など、意
匠性を求められる用途にも好適に用いることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、より高度な視覚効果を備え、偽造困難な表示体及び積層体とすること
ができる。また、ヒトの視覚によっても、読取機械によっても特徴を把握し真贋判定が容
易な表示体及び積層体とすることができる。さらに、従来のホログラムや回折格子では表
現できなかった新規な視覚効果により、高い意匠性を備え、アイキャッチ効果の高い表示
体及び積層体とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を使いながら本発明を具体的に解説する。
　図１乃至図６は、本発明の第１の態様を説明する図である。
　図７及び図８は、本発明の第２の態様を説明する図である。
　図１は、本発明の表示体の第１実施形態を概略的に示した断面図である。
　本発明の第１実施形態では、表示体１０は第一基材１１、反射層１２、第二基材１８を
備えている。また、表示体１０は微細レリーフ領域１３を備えている。微細レリーフ領域
は微細レリーフ構造１４を有している。微細レリーフ構造１４は、第一基材１１と第二基
材１８の界面に位置しており、微細なレリーフに沿った形状の反射層１２を備えている。
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【００１４】
＜第一基材／第二基材＞
　第一基材１１および／または第二基材１８は微細レリーフ領域１３を構成する微細レリ
ーフ構造１４を保持するための層である。第一基材１１および第二基材１８の材料として
は、例えば熱可塑性または光硬化性の樹脂を挙げることができる。例えば、熱可塑性樹脂
又は光硬化性樹脂を使用すると、原版を用いた転写により、一方の主面に凹構造及び／又
は凸構造が設けられた第一基材１１または第二基材１８を容易に形成することができる。
第一基材１１と第二基材１８とは同じ材料を用いてもよい。光透過性の材料を用いること
で、それぞれの基材を介して表示素子として観察することができる。第一基材１１及び第
二基材１８はそれぞれ複数種類の樹脂の積層体であってもよい。また、第一基材１１と第
二基材１８は、いずれか一方を省略することもできる。あるいは、本願発明の表示体を他
の基材に配置し積層体として用いるために、いずれか一方を接着層とすることもできる。
【００１５】
＜微細レリーフ構造＞
　微細レリーフ構造１４は、例えば、感光性樹脂材料に電子ビームによってパターンを描
画する方法により形成することができる。あるいは、表面レリーフ型ホログラムの作製の
ように、微細凹凸に対応する微細な凹凸を備えた原版を例えばフィルム上に積層された熱
可塑性樹脂に熱をかけながら押し当てる、いわゆる熱エンボス加工法により形成すること
ができる。
【００１６】
　また、フィルム等の透明基材に紫外線硬化樹脂を塗布し、これに原版を押し当てながら
、基材側から紫外線を照射して紫外線硬化樹脂を硬化させた後原版を取り除くという手順
によっても、微細レリーフ構造１４を備えた第一基材１１あるいは第二基材１８を得るこ
とができる。このとき、後に述べる回折格子構造１７を、一緒に形成することもできる。
　微細な凹凸を備えた原版は、例えば、二光束干渉法を用いてホログラムパターンを記録
した樹脂や、電子ビームによってパターンを描画した樹脂を母型とする方法、またはバイ
トによって金属を切削する方法により得られた母型の電鋳を行うことにより得られる。
　ここで微細レリーフ領域１３を形成する微細レリーフ構造１４は、必ずしもそれぞれが
同一の大きさ・形状である必要はなく、配列の規則性が維持されていればよい。またその
断面形状に関しても、上述の可視光に対する反射率低減の効果を示すものであれば、特に
限定されるものではない。
【００１７】
　図３は、微細レリーフ構造１４として選択することができるパターンの一例を拡大して
示す斜視図である。図３（ａ）は、凸部３１として円錐が並んだ形状を取った場合を示し
ている。また、図３（ｂ）は図３（ａ）を裏側から見た場合を示す模式図であり、凸部３
１の裏返しとして、凹部３２が並んでいる。
　凸部の高さ（凹部の深さ）ｈは中心間距離の１／２以上であればよく、典型的には０．
３μｍ以上０．５μｍ以下である。
【００１８】
　微細レリーフ構造として選択可能な凸部の形状には、角錐や円錐を含む錐体、角錐台や
円錐台を含む錐台、の他、柱体、半球、半楕円体等を挙げることができる。基端部から頂
部にかけてその断面積が連続的、あるいは段階的に減少していく形状であればよい。錐台
形など、凸部頂部はとがっていなくても本発明の効果を得ることができる。凸部の形状は
、水平方向の断面積が連続的に変化するため錐体または錐台であることが好ましい。
　凸部の配列は、規則的であることが好ましい。例えば行列状に配置してもよく、特に好
ましくは凸部基端部水平方向の断面形状にあわせてもっとも密に配置可能な並べ方を選択
することができる。特に、凸部基端部は間隔を空けず、隣接する凸部と接して形成するの
が好ましい。図４に、選択可能な配列をいくつか例示する。規則性を一部崩したものであ
っても、ある程度は、正反射を抑えかつ回折光を射出する本発明の表示体の構成を得るこ
とができる。
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　微細レリーフ構造１４が図３に示すような複数の凸部の集合である場合、その基端部側
が観察者側となり、観察者側からは穴があいたような状態となるように表示体を構成する
と、凸部頂部の変形や破損を防止することができ好ましい。
【００１９】
＜反射層＞
　反射層１２としては、可視光を透過せず、可視光の反射率の高い物質、例えば、アルミ
ニウム、銀、及びそれらの合金などの金属材料からなる金属膜を使用することができる。
この場合、微細レリーフ領域１３を法線方向から観察すると、黒色あるいは灰色の無彩色
に見える。
　また、反射層１２を金属膜とすることで、微細レリーフ領域１３と、後述する微細レリ
ーフ非形成領域１５との反射率の違いが明確になるため、それぞれの領域を目視でも読み
取り機械によっても認識しやすくなる。
【００２０】
　特に、前記金属反射膜の膜厚（ｔ）を下記の式を満たすように設定することが望ましい
。
　　　　　ｔ＞　１／α，
　　　　　α＝４πｋ／λｍｉｎ

ｋ：消光係数、α：吸収係数、λｍｉｎ：可視光域の最短波長
　金属およびその化合物はそれぞれ固有の光吸収を示すが、いずれにおいても上記の膜厚
条件を満たせば、ほぼ可視光域全てにわたって高い反射率が得られる。たとえばアルミの
場合、可視光域の最短波長を３８０ｎｍとすれば消光係数ｋは約４．６であり、上式より
６から７ｎｍ以上の膜厚とすればよい。
【００２１】
　ここで注意すべきは、前記金属反射膜の見かけ上の膜厚が視角により異なることである
。特に微細レリーフ構造１４へ前記金属反射膜を形成する場合、図４に示したとおり、本
発明の表示体に対し法線方向から観察した場合の反射層１２の膜厚（ｔ１）と、斜め方向
から観察した場合の膜厚は異なる。充分な効果を得るためには、微細レリーフ構造を形成
する外郭線の接線に対して垂直な方向の膜厚（ｔｍｉｎ）が上式を満たすようにすること
が望ましい。
【００２２】
　反射層は、例えば蒸着やスパッタリング等の薄膜の形成方法により形成することができ
る（図６（ａ））。反射層１２は、微細レリーフ構造１４の形状に沿ったものであれば、
微細レリーフ構造１４に対して観察者側であっても、裏面側であってもかまわない。
　或いは、反射層１２に加えて、隣り合うもの同士の屈折率が異なる誘電体層の積層体，
すなわち、誘電体多層膜，を設けてもよい。多層誘電体膜とすれば、微細レリーフ領域１
３に波長選択性を与えられるため、金属や単層の誘電体膜を反射層とした場合とは異なる
視覚効果を得ることができる。
　多層誘電体膜６１は、例えば、微細レリーフ構造１４を形成した第一基材１１上に、硫
化亜鉛などの高屈折率材料６２とフッ化マグネシウムなどの低屈折率材料６３とを交互に
蒸着することによって得られる。このとき、金属膜６５は、図６（ｂ）及び（ｃ）に示す
ように、第一基材１１側でも、第二基材１８側でもよい。
【００２３】
　微細レリーフ構造が備える反射層は、平滑面（微細レリーフ構造が形成されていない面
）形成時において、可視光反射率が６０％以上となるような反射層であることが好ましい
。可視光反射率が６０％以上であると、入射した光の透過を防ぎ、法線方向から観察した
際により黒色に見えるようになる。また、強い回折光を観察することができるようになる
。
　本願発明の表示体が微細レリーフ非形成領域１５を備えている際、微細レリーフ非形成
領域にも反射層を設けることができる。このときの反射層も可視光反射率が６０％以上と
なるような反射層であることが好ましく、より好ましくは微細レリーフ領域に設けられた
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反射層と同じものを同時に設けることができる。このような構成とすることで、本発明の
表示体を法線方向から観察した場合、微細レリーフ領域１３は光沢のない黒又は灰色に、
微細レリーフ非形成領域１５は強い反射光と金属光沢を観察することができ、それぞれの
領域の違いが顕著になる。特に、微細レリーフ非形成領域１５が、回折格子構造１７を備
えた回折格子領域１６であった場合、正面に近い方向では正反射光に加え回折光も観察可
能であるためこの効果はいっそう顕著であり、高い意匠性を得ることができる。
【００２４】
　本発明の表示素子は例えば、第一基材１１に微細レリーフ構造１４を設けた後、微細レ
リーフ構造１４を被覆する反射層１２を形成し、この上に第二基材１８を形成して製造す
ることができる。例えば、第一基材１１として厚み１００μｍの光透過性フィルムに厚み
１μｍのエンボス層を設けた積層体を用い、このエンボス層に微細レリーフ構造１４を設
け、アルミ蒸着によって厚み１００ｎｍの反射層１２を設ける。この後、反射層１２上に
接着剤を介して樹脂フィルムを張り合わせたものを第二基材１８とすることができる。ま
た、第二基材を接着性材料と剥離紙との積層体とすれば、本発明の表示体をシールとして
用いることができる。
【００２５】
＜微細レリーフ非形成領域＞
　表示体１０は、さらに微細レリーフ非形成領域１５を備えている。図１では、微細レリ
ーフ非形成領域１５が回折格子構造１７を有する回折格子領域１６であった場合を示す。
回折格子構造もまた、微細レリーフ構造と同じく反射層を備えている。
　回折格子領域１６を構成する回折格子構造１７は、直線状または曲線状の突起あるいは
溝を可視光の波長程度、またはそれ以上の間隔ｄで並列配置した集合体に反射層が備わっ
たものであり、たとえば白色光を入射光とすると、主にその１次回折光が波長ごとに異な
る角度で現れるため、観察位置によって虹色に変化して見える。また、回折格子領域１６
は、回折光を観察できない角度では、金属光沢を備えた銀白色の領域として視認される。
　なお、回折格子領域１６では、構成する回折格子構造の空間周波数や方位角、回折効率
、深さあるいは高さ等を該領域内の微小区域毎に適宜設定することで、所望のカラー画像
を得ることができる。あわせて反射層の材料や構成を適宜設定することで、波長選択性や
下層の可視／不可視など、所望の視覚効果を得ることができる。
【００２６】
＜表示体の視覚効果＞
　この表示体１０の視覚効果について、さらに詳細に説明する。
　まず、通常の回折格子である回折格子構造１７に起因した視覚効果について説明する。
【００２７】
　回折格子を照明すると、回折格子は、入射光である照明光の進行方向に対して特定の方
向に強い回折光を射出する。
【００２８】
　最も代表的な回折光は、１次回折光である。１次回折光の射出角βは、回折格子の格子
線に垂直な面内で光が進行する場合、下記等式（１）から算出することができる。
　　　　　ｄ＝λ／（ｓｉｎα－ｓｉｎβ）　　…（１）
　この等式（１）において、ｄは回折格子の格子定数を表し、λは入射光及び回折光の波
長を表している。また、αは、０次回折光，すなわち、透過光又は正反射光，の射出角を
表している。換言すれば、αの絶対値は、照明光の入射角と等しく、入射角とはＺ軸に対
して対称な関係である（反射型回折格子の場合）。なお、α、βは、Ｚ軸から時計回りの
方向を正方向とする。
【００２９】
　等式（１）から明らかなように、１次回折光の射出角βは、波長λに応じて変化する。
すなわち、回折格子は、分光器としての機能を有している。したがって、照明光が白色光
である場合、回折格子の格子線に垂直な面内で観察角度を変化させると、観察者が知覚す
る色が変化する。
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【００３０】
　また、或る観察条件のもとで観察者が知覚する色は、格子定数ｄに応じて変化する。
　一例として、回折格子は、その法線方向に１次回折光を射出するとする。すなわち、１
次回折光の射出角βは、０°であるとする。そして、観察者は、この１次回折光を知覚す
るとする。このときの０次回折光の射出角をαＮとすると、等式（１）は、下記等式（２
）へと簡略化することができる。
【００３１】
　　　　　ｄ＝λ／ｓｉｎαＮ　　…（２）
　等式（２）から明らかなように、観察者に特定の色を知覚させるには、その色に対応し
た波長λと照明光の入射角｜αＮ｜と格子定数ｄとを、それらが等式（２）に示す関係を
満足するように設定すればよい。例えば、波長が４００ｎｍ乃至７００ｎｍの範囲内にあ
る全ての光成分を含んだ白色光を照明光として使用し、照明光の入射角｜αＮ｜を４５°
とする。そして、空間周波数（格子定数の逆数）が１０００本／ｍｍ乃至１８００本／ｍ
ｍの範囲内で分布している回折格子を使用するとする。この場合、回折格子をその法線方
向から観察すると、空間周波数が約１６００本／ｍｍの部分は青く見え、空間周波数が約
１１００本／ｍｍの部分は赤く見える。
【００３２】
　なお、回折格子は、空間周波数が小さいほうが形成し易い。そのため、通常の表示体で
は、回折格子の大多数は、空間周波数が５００本／ｍｍ乃至１６００本／ｍｍの回折格子
である。
【００３３】
　このように、或る観察条件のもとで観察者が知覚する色は、回折格子の格子定数ｄ（又
は空間周波数）で制御することができる。そして、先の観察条件から観察角度を変化させ
ると、観察者が知覚する色は変化する。
【００３４】
　次に、微細レリーフ構造１４に起因した視覚効果について説明する。
　図２（ａ）は、回折格子構造が回折光を射出する様子を概略的に示す図である。図２（
ｂ）は、微細レリーフ構造が回折光を射出する様子を概略的に示す図である。図２（ａ）
及び（ｂ）において、２１ａ及び２１ｂは照明光を示し、２２ａ及び２２ｂは正反射光又
は０次回折光を示し、２３ａ及び２３ｂは１次回折光を示している。
【００３５】
　上記の通り、微細レリーフ構造１４に設けられた複数の凹部３２又は凸部３１は、回折
格子構造が備える溝の最小中心間距離，すなわち回折格子の格子定数，と比較してより小
さい中心間距離ｗで二次元的に配置されている。そのため、凹部３２又は凸部３１が規則
的に配列し、微細レリーフ構造１４が回折光２３ｂを射出したとしても、観察者は、この
回折光２３ｂと、これと同じ波長を有する回折格子構造１７からの回折光２３ａとを同時
に知覚することはない。そして、回折格子の格子定数ｄと凹部又は凸部の中心間距離ｗと
の差が十分に大きければ、波長の如何に拘らず、観察者は、回折格子構造１７からの回折
光２３ａと微細レリーフ構造１４からの回折光２３ｂとを同時に知覚することはない。す
なわち、この場合、観察者は、回折格子構造１７からの回折光２３ａを視認可能な観察角
度範囲で、微細レリーフ構造１４からの回折光２３ｂを視認することはない。
【００３６】
　また、各凹部３２又は凸部３１は、順テーパ形状を有している。そのため、どの角度か
ら観察しても、微細レリーフ構造１４の正反射光の反射率は小さい。
【００３７】
　したがって、例えば、表示体１０をその法線方向から観察した場合、微細レリーフ領域
１３は、回折格子構造１７を備えた回折格子領域１６と比較してより暗く見える。そして
、この場合、典型的には、微細レリーフ領域１３は黒色に見える。なお、ここで、「黒色
」は、後述する可視光反射率の測定方法に基づき、正反射光の強度を測定したときに、波
長が４００ｎｍ乃至７００ｎｍの範囲内にある全ての光成分について反射率が１０％以下
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であることを意味する。それゆえ、微細レリーフ領域１３は、例えば図１に示す表示体に
おいて、あたかも回折格子の一部と重なり合うように形成された黒色印刷層の如く見える
。
【００３８】
　また、微細レリーフ構造１４からの１次回折光２３ｂの射出角が－９０°より大きけれ
ば、表示体１０の法線方向と観察方向とが為す角度を適宜設定することにより、観察者は
、微細レリーフ構造１４からの１次回折光２３ｂを知覚することができる。それゆえ、こ
の場合、微細レリーフ構造１４が黒色印刷層とは異なることを、目視により確認すること
ができる。
【００３９】
　この構成を採用する場合、ある凸部の中心と、これに最も近い凸部の中心との距離（中
心間距離）ｗは、可視光波長以下であることが好ましく、４００ｎｍ以下、より好ましく
は３５０ｎｍ以下である。このような場合、上記等式（２）から明らかなように、微細レ
リーフ構造１４は、入射光の入射角αを変えても可視光の回折光のうち、長波長域（例え
ば赤色～黄色）の回折光は理論上表示素子平面よりも下に射出する。すなわち赤色付近の
長波長域に対応した波長を有する回折光を射出しない。一方、短波長域（例えば紫色～緑
色）の回折光だけを前記平面より上に射出させることが可能となる。したがって、通常の
ミクロンオーダーのホログラムや回折格子像の視認角度よりも傾いた、表示素子が成す平
面と平行に近い角度からの観察で、狭い波長範囲の回折光を観察することができる。
　また、上記式（１）から明らかであるように、本発明の表示体が備える微細レリーフ領
域１３への、一定の入射光の角度に対する、ある波長領域（例えば波長５２０乃至５７０
ｎｍの緑色域）の回折光の射出角度範囲は、理論上、通常のホログラムや回折格子像のそ
れよりも広くなるため、単一色調に近い回折光を観察することができる。
【００４０】
　また、中心間距離ｗは２００ｎｍ以上であることが好ましい。この範囲より小さいと、
可視領域の回折光が全て表示素子平面よりも下側である９０度以上の射出角となってしま
い、いわゆる可視光が射出せず、裸眼による目視では回折光を確認できなくなってしまう
。裸眼で良好に確認するために、２５０ｎｍより大きいことが好ましい。機械読み取りで
あれば、ＣＣＤなどの受光素子が検知できる範囲で可視領域以下の波長の光線も確認する
ことができるため、目的に応じてさらに中心間距離を小さく設定することができる。
【００４１】
　他方、回折格子構造１７は、空間周波数が大きくても１６００本／ｍｍであるため、式
（１）から明らかなように、入射光の入射角αが約２０度を越えると赤色に対応した波長
を含む、可視領域の全波長の回折光を射出する。そのため、この場合、回折格子構造１７
が赤色に対応した波長を有する回折光を射出する場合と比較して、表示体１０が真正品で
あることの確認がより容易になる。
【００４２】
　なお、微細レリーフ構造１４が複数の画素を配列してなる場合、それら画素の一部と他
の一部とで、凹部３２又は凸部３１の形状、深さ又は高さ、平均中心間距離、及び配置パ
ターンの少なくとも１つを異ならしめると、それら画素からの回折光の現れ方を異ならし
めることができる。それゆえ、これを利用することにより、微細レリーフ構造１４で階調
表示を行うことができる。
【００４３】
　本発明の第２の態様の一例として、図７に、正面観察時に黒色として観察される微細レ
リーフ領域１３と、回折格子領域１６を備えた微細レリーフ非形成領域１５とを備えた本
発明の表示体７０が、基材（図示せず）に積層されて積層体７５を構成している上面図を
示す。表示体７０は基材上面を全て覆ってはおらず、空隙には印刷による光吸収領域７２
が形成されている。積層体７５では、正面観察時に黒色を背景にしたグレーティングイメ
ージ（回折格子による画像）、および光吸収領域７２で形成される画像の２種類が観察さ
れる。ここで、グレーティングイメージの背景は微細レリーフ領域１３である。もちろん
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、光吸収領域７２の印刷を、微細レリーフ領域１３の正面観察時の色と同じく黒色を呈す
るような構成とした場合には、微細レリーフ領域１３と光吸収領域７２が人間の目に対し
てほぼ等しく知覚され、グレーティングイメージのみが観察されることになる。
【００４４】
　一方、斜め観察時には、主に微細レリーフ領域１３での光の回折に起因する色が観察さ
れる。このときの条件では観察角度が大きすぎるため、回折格子領域１６では回折光を観
察することはできない。
　すなわち、図７に例示したような本発明にかかる積層体７５では、観察角度によって異
なる３種の固有の色変化を同一面内で同時に実現することができる。
【００４５】
　本発明の表示体を構成する微細レリーフ領域１３が備える微細レリーフ構造１４は反射
層１２を備えているにもかかわらず、可視光の正反射を低く抑え、かつ、可視光の散乱も
低く抑える。したがって、微細レリーフ領域に白色光を照射し表示体の法線方向から観察
すると、反射も散乱も抑えられ、光沢のない、明度も彩度も低い黒色または灰色の領域と
して観察される。そして、微細レリーフ領域１３及び微細レリーフ非形成領域１５は、そ
の可視光反射率と回折光の有無、回折光の視認角度領域及び波長について、それぞれ異な
る組み合わせを備えている。そこで、これらの差異に基づき肉眼または機械読み取り装置
等で認識できるようなパターンになっていれば、その偽造品があっても即座に判別するこ
とができるようになる。
【００４６】
　一般的な回折格子やホログラム画像が備える格子パターンのサイズはミクロンオーダー
であるのに対し、本発明の表示体が備える微細レリーフ構造は非常に細かく、したがって
従来の技術に比べて複製も難しいといえる。
【００４７】
＜可視光反射率＞
　本発明で述べる可視光とは、ＪＩＳ　Ｚ　８１１３（１９９８）で定義される可視放射
と同様であり、人の目に入って、直後に、視感覚を起こすことができる放射を指す。
　本発明で述べる可視光反射率、或いは単に反射率とは、２０度鏡面光沢を測定したもの
であり、可視光波長全帯域において、正反射光束の入射光束に対する比の最大値を百分率
で示したものである。本明細書では、可視光波長領域を４００ｎｍ～７００ｎｍとし、島
津製作所製　ＵＶ－３１０１ＰＣ型を用いて測定を行い算出した２０度鏡面光沢について
、最大値となった波長の値を用いている。
【００４８】
　本発明の表示体が備える微細レリーフ領域では、微細レリーフ構造が反射層を備えてい
るにもかかわらず、可視光反射率は１０％以下と、非常に低く抑えられている。したがっ
て通常のサイズの格子パターンで作製されたホログラム等と大きく異なることが一目で確
認できる。このとき、観察面側に設けられた第一基材１１が一般的な透明材料（例えばア
クリル樹脂であった場合）であっても、これによる反射率もまた数％であるため、可視光
反射率の測定ではほぼ無視して差し支えない。また、光散乱も少ない。したがって、本願
発明の表示体に白色光を照射し、微細レリーフ領域を表示体の法線方向から観察すると、
明度が低く、無彩色である黒または灰色に見える。
【００４９】
　このように、本願発明の表示体は、通常のホログラムや回折格子に比べてかなり傾いた
方向から観察しないと回折光を確認できないように設定できるため、詳しい知識を持たな
いものは微細レリーフ領域の存在に気がつかず、偽造が困難である。一方、本願発明の表
示体の性質についての知識を備えたものにとっては、目視でも、読み取り機械であっても
容易に判別できる。
【００５０】
　また、本発明の表示体が備える微細レリーフ領域の有する微細レリーフ構造はその凹部
または凸部の中心間距離が可視波長領域よりも小さく、また、そのレリーフ形状やパター
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ン密度によって回折光の射出角度と共に、入射光の反射及び散乱を抑えるように調節され
ている。したがって、本願発明の表示体であることに気づいたものがコピーしようとして
も、原版を用いない複写（密着露光法）では光の散乱が生じ、正面方向からの目視に際し
白っぽくなる。ヒトの視覚は、回折光よりも無彩色の明度について感度が高いため、真正
品でない場合に異常に気づきやすく容易に真贋の判定が可能である。読み取り機械を用い
れば、真正品と具体的な明度の比較が可能であるため、より容易に真贋判定が可能である
。
【００５１】
　さらに、本発明の表示体は、当該表示体が備える微細レリーフ領域が、回折光を確認で
きない角度、特に正面方向では、印刷面であるかのような、光沢がなく明度も彩度も低い
黒色又は灰色を表現できるため、単独でも、従来のホログラムや回折格子など他の表示体
にはなかった視覚効果とデザインを得ることができる。さらに、従来のホログラムや回折
格子など公知の光学効果を備えた光学表示体と組み合わせることで、より人間の目に留ま
りやすく、印象に残る（アイキャッチ力の高い）表示体とすることができる。
【００５２】
　本発明の第２の態様の他の実施形態として、本発明の表示体８２をプラスチックの基材
８１上に配置して積層体８０とした例を図８に示す。表示体８２としては、第１実施形態
から第４実施形態を選択できることはもちろん、これ以外の組み合わせで表示体としたも
のを自由に選択することができる。基材８１としては、表示体を保持することができれば
よく、積層体の用途に応じて紙やプラスチックカード、フィルム等を選択することができ
る。例えば、粘着剤や接着剤を接合層として表示体側、あるいは基材側に設け、これを介
して表示体を基材上の任意の位置に配置することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、従来にない視覚効果を備え、偽造が困難であることから、偽造防止、証明等
のセキュリティ用途の他、意匠性が高いため装飾用途として、遊戯用カード、はがき、商
品包装、書籍等の印刷物とあわせて用いることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明に係る表示体の断面の一部を概略的に示したものである。
【図２】本発明に係る表示体に入射した光の挙動を示す説明図である。（ａ）回折格子構
造が回折光を射出する様子を概略的に示す断面図である。（ｂ）微細レリーフ構造が回折
光を射出する様子を概略的に示す断面図である。
【図３】本発明の表示体が備える微細レリーフ構造の一例を拡大して示す斜視図である。
（ａ）凸部側から見た斜視図である。（ｂ）凹部側から見た斜視図である。
【図４】本発明の表示体が備えることのできる微細レリーフ構造の配列を例示する説明図
である。
【図５】本発明に係る表示体のレリーフ構造形成領域の断面を一部拡大して、概略的に示
したものである。
【図６】本発明に係る表示体の断面の一部を概略的に示したものである。
【図７】本発明に係る積層体の一形態を概略的に示したものである。
【図８】本発明に係る積層体の他の形態を概略的に示したものである。
【符号の説明】
【００５５】
１０、７０、８２：表示体
１１：第一基材　１２：反射層　１３：微細レリーフ領域　１４：微細レリーフ構造
１５：微細レリーフ非形成領域　１６：回折格子領域　１７：回折格子構造
１８：第二基材
２１ａ、２１ｂ：照明光　２２ａ：正反射光　２２ｂ：０次回折光
２３ａ、２３ｂ：１次回折光
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３１：凸部　３２：凹部
６１：多層誘電体膜　６２：高屈折率材料　６３：低屈折率材料　６５：金属膜
７２：光吸収領域
７５、８０：積層体
８１：基材
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【図７】
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